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「マスプロ IoT クラウドサービス」は、当社が提供する SIGFOX、LoRa 等の Low Power Wide Area 通信ユ

ニットを搭載し、またはかかる通信ユニットと接続されたセンサー端末（以下「センサー端末」という）から

送信されるデータを蓄積し整理し表示またはメール通知するクラウドサービスで、以下の各号に掲げる種類が

あります。本規約は、お客様と当社との間のマスプロ IoT クラウドサービスの利用に関する各契約に共通して

適用される契約条件を定めるものです。ただし、「(3)マスプロ電工ワナの番人メール通知サービス」には、第

5 条（本サービスに関するデータの取扱い）および第 6 条（パスワードの管理）の条項は適用されないものと

します。 

(1) マスプロ IoT クラウドサービス（SG） 

(2) マスプロ IoT クラウドサービス（LR） 

(3) マスプロ電工ワナの番人メール通知サービス 

 

第1条 （定義） 

本規約において使用する次の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。 

(1) 「契約者」 

第 7 条（利用契約の締結）に定める当社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを

行い、当社との間で利用契約が成立した事業者（法人、団体および個人事業主等）をいいます。 

(2) 「申込者」 

第 7 条（利用契約の締結）に定める当社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを

行なった者のうち、当社との利用契約が成立する前の事業者（法人、団体および個人事業主等）をい

います。 

(3) 「センサー端末」 

各種センサーを搭載した当社が提供する端末であって、SIGFOX、LoRa 等の Low Power Wide Area

通信ユニットを内蔵しているか、またはかかる通信ユニットと接続されたものをいいます。 

(4) 「マスプロ IoT クラウドサービス」 

センサー端末から送信されるデータを蓄積し整理し表示またはメール通知する当社が提供するクラ

ウドサービスをいいます。 

(5) 「本サービス」 

マスプロ IoT クラウドサービスのうち利用契約に基づき契約者に利用が許諾されているサービスを

いいます。 

(6)  「利用者」 

利用契約の規定に基づき本サービスを利用することができる契約者の業務に従事する個人を意味す

るものとします。利用契約に特段の規定がない場合には、利用者は、契約者の役員・従業員、派遣社

員および契約者の事業所内で業務を行う請負事業者の役員・従業員の中から契約者が指定する者を指

すものとします。ただし、利用契約により利用者の人数その他の制限が課され、または利用者の範囲

が拡張される場合があるものとします。 

(7) 「利用契約」 

マスプロ IoT クラウドサービスの利用を目的として、契約者と当社との間で締結する契約をいいま
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す。 

(8) 「アカウント」 

契約者が本サービスを利用するにあたり必要となる権限をいい、ユーザーID とパスワードから構成

されます。 

 

 

第2条 （利用契約に関する原則） 

1. 利用契約に別段の定めがない限り、本サービスについては利用契約の条件（本サービスの申込書に記載さ

れる条件）に加えて本規約の規定が適用されるものとします。利用契約と本規約の規定が抵触する場合に

は、利用契約の規定が優先するものとします。 

2. 契約者は、利用者が本規約に違反しないよう管理監督責任を負うものとします。また、利用者による本規

約違反は契約者自身による本規約違反とみなされるものとします。 

 

第3条 （規約の変更） 

1. 当社は、本規約を事前予告なしに随時変更することがあります。 

2. 本規約の変更は、変更後の規約内容が契約者に通知され、当該変更後の規約の改定日が到来したことをも

って有効となります。なお、変更後の規約が有効となった後に契約者が本サービスを利用した場合、本サ

ービス利用をもって契約者が変更後の規約内容に対して同意したものとみなします。 

3. 本規約の変更の通知は、利用契約に特段の規定がない場合、本サービスの WEB サイトに掲載する方法で

行うものとします。 

 

第4条 （本サービスの内容等） 

1． 本サービスの機能や使用方法は、マニュアルに掲載するとおりとします。（ただし、「(3)マスプロ電工ワナ

の番人メール通知サービス」では、本サービスの申込書に記載するとおりとします。以下、同じ） 

2． 当社は、随時本サービスの内容の改良や変更を行う場合があります。この場合には、必要に応じて遅滞な

くマニュアルの内容の改訂を行います。（ただし、「(3)マスプロ電工ワナの番人メール通知サービス」では、

契約者へのメール通知を行います。） 

3． 本サービスは、重要な点においてマニュアルに掲載された機能を有しております。ただし、本サービスに

は、バグや不具合が含まれている可能性があることを契約者は了承するものとし、かかるバグや不具合は

本サービスの契約不適合、瑕疵、欠陥等を構成しないものとします。 

4． 本サービスの利用環境は、マニュアルに掲載するとおりとします。ただし、契約者の情報システムの構成

や契約者の情報システムに搭載されている別のソフトウェアの干渉などの契約者の情報システム固有の

理由により、マニュアルに記載されている利用環境を満たしている場合であっても、本サービスを正常に

利用できない場合があることを契約者は了承するものとし、かかる契約者の情報システムと本サービスの

不適合は本サービスの契約不適合、瑕疵、欠陥等を構成しないものとします。 

 

第5条 （本サービスに関するデータの取扱い） 

1． 本サービスに蓄積されるデータの範囲（以下「データ蓄積範囲」という）は利用契約に定めるものとしま
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す。利用契約に特段の規定がない場合には、データ蓄積範囲は契約者のセンサー端末から過去 1 年間に送

信されたデータとします。データ蓄積範囲に含まれなくなったデータは、当社において適宜削除できるも

のとします。 

2． 前項のデータ蓄積範囲に含まれるデータであったとしても、当社は本サービスに蓄積されたデータの消失

につき責任を負わないものとします。 

3． 契約者は、本サービスに蓄積された契約者のセンサー端末にかかるデータを CSV フォーマットで随時取

り出すことができるものとします。契約者は、本サービスに蓄積されたデータが消失するリスクやデータ

蓄積範囲に含まれなくなって削除される場合に備えて、必要に応じて CSV フォーマットで出力されたデ

ータのバックアップを作成し保存するものとします。 

第6条 （パスワードの管理） 

1． 当社は、契約者に対してアカウントを利用するためのユーザーID を割り当てます。契約者は、本サービス

の利用を開始するに際して、当該ユーザーID に対して当社が仮に設定した初期パスワードを変更して、推

測されにくい適切なパスワードを設定し、漏洩することがないようにパスワードを厳格に管理するものと

します。契約者は、契約者が指定する利用者以外には、パスワードを開示したり利用させたりしないもの

とします。 

2． 当社は、その裁量により、個別の利用者に対してユーザーID を割り当てる場合があります。この場合には、

契約者は各利用者のユーザーID とパスワードを当該利用者以外には利用させず、かつ開示させないものと

します。ただし、契約者の内部統制や情報セキュリティーの確保のために、利用者のユーザーID とパスワ

ードを契約者の監査役、内部監査部門、IT 部門等に利用させる必要がある場合には、当社に事前に通知の

うえで、利用者の責任において、かかる目的に限定して利用者以外の者にユーザーID とパスワードを利用

者以外にも利用させることができるものとします。本項の場合にも初期パスワードの変更に関する前項の

規定が準用されるものとします。 

3． 契約者または利用者のユーザーID とパスワードを使用して本サービスのシステムにアクセスがなされた

場合には、当社は当該アクセスを、利用契約および本サービスに関して契約者を代表して意思表示を行う

権限を有する者によるアクセスとみなすことができるものとし、当該アクセスを通じてなされた意思表示

（利用契約および本規約の変更に対する同意を含むがこれに限定されない）は契約者に対して拘束力を有

するものとします。 

 

第7条 （利用契約の締結） 

1． 本サービスを利用するには、お客様が、本規約に同意のうえで、本サービスの種類に応じて当社が指定す

る書式の申込書に必要事項を記載および押印し、当社に提出する必要があります。利用契約の条件は、当

社が指定する申込書の書式に記載されるものとします。なお、この申込みが行われた時点で、当社はお客

様が申込書記載の利用契約の条件および本規約に同意しているものとみなします。 

2． 当社は、当社の基準に従って、前項の申込みに対する承諾可否を判断するものとし、承諾する場合は、そ

の旨を当該申込者に対して通知します。なお、この承諾通知をもって利用契約が成立するものとし、お客

様は以降契約者となります。また、利用契約成立後においては、原則として申込みを撤回することはでき

ません。 

3． 当社は、お客様が次のいずれかに該当することが判明した場合、本契約の申込みを承諾しない場合があり
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ます。 

(1) 過去に当社が運営するサービスまたは WEB サイトの規約等に違反したことがある場合。 

(2) 申込書を作成したお客様の役員・従業員に利用契約を締結する権限があると確認できなかった場合 

(3) 申込みを通じて当社に提出または届け出た内容に虚偽または誤りがある場合。 

(4) 前各号の他、当社の取引基準に基づく審査によりお客様による本サービス利用が不適当と判断する場

合。 

 

第8条 （本サービスの停止） 

1. 当社は、本サービスの定期的なメンテナンスを行う場合があります。この場合、一時的に本サービスの提

供を停止する場合があります。なお、当該メンテナンスを行うことで本サービスの提供を停止する場合、

当社は事前に契約者に対しその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後の通

知となる場合があります。 

2. 前項の他、当社は、次のいずれかに該当する場合、契約者に対する事前通知および承諾なしに、本サービ

スの提供を停止することがあります。 

(1) 本サービスに関する緊急メンテナンスを行う場合。 

(2) 契約者が本規約に違反した場合。 

(3) コンピューターウィルス被害、火災、停電、天災地変等の不可抗力、または事故により本サービスの

提供が困難になった場合。 

(4) 本サービスに関する設備等への第三者による不正なアクセス、またはアタック等が行われたことによ

り本サービスの提供が困難になった場合。 

(5) 本サービスに関する電気通信事業者、サーバー運営会社またはデータセンター運営会社等の役務が提

供されない場合、もしくはそれらの事業者の規約上または都合上やむを得ない場合。 

(6) その他不測の事態の発生または技術上もしくは運営上の理由等により、本サービスの提供が困難また

は不可能となる場合。 

 

第9条 （本サービスの利用料金、支払い方法等） 

1. 本サービスの利用料金の金額および支払方法等は、利用契約に定める条件（本サービスの申込書に記載さ

れる条件）によるものとします。なお、本サービスの種類によっては、利用契約に本サービスの利用料金

を当社または当社の代理店から契約期間中の利用権を購入する方法で支払う旨が定められている場合も

あります。 

2. 契約者は、本サービスの利用料金に係る消費税等相当額（消費税法および地方税法に基づき課税される消

費税および地方消費税の合計税額）を負担します。なお、消費税の改定があった場合には、以降改定後の

税率による消費税が適用されます。 

3. 利用契約が、利用料金の計算期間の途中で解除または終了した場合でも、本サービスの利用料金は返金い

たしません。 

 

第10条 （禁止事項） 

1. 契約者は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとします。 
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(1) 日本国または契約者が所在する国・地域の法令に違反する行為。 

(2) 当社もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害す

るおそれのある行為。 

(3) 本サービスにかかる当社のシステムやソフトウェアのリバースエンジニアリング、複製またはその二

次的著作物を作成する行為。 

(4) 本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為。 

(5) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざん、または消去する行為。 

(6) 適用ある法令もしくは公序良俗に違反して他者の権利（例えばプライバシー）を侵害する行為。 

(7) その他前各号に準じる行為。 

2. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者が第１項各号のいずれかに該当することを知った場合、利用

契約を解除し本サービスの提供を終了することができます。 

 

第11条 （損害賠償） 

1. 当社は、当社の故意または過失により当社が本規約または利用契約に違反したことで契約者に直接に損害

が生じ、かつ当該損害が通常生じうる損害である場合に限り、損害賠償責任を負うものとします。なお、

本項による損害賠償額は、損害が発生した月の本サービスの料金相当額を最高限度額とします。 

2. 当社の故意または過失による場合を除き、本サービスの瑕疵、稼動不良、障害および停止等については、

損害賠償義務の発生事由にはなり得ないものとし、また当社の責に帰すことのできない事由から生じた損

害、特別な事情による損害、逸失利益・顧客喪失・信用棄損などの営業上の損害につき責任を負うもので

はありません。 

 

第12条 （契約期間） 

利用契約の契約期間および契約の更新については、利用契約の条件（申込書記載の条件）のとおりとしま

す。 

 

第13条 （当社による解約） 

1． 当社は、契約者が利用契約または本規約に違反した場合、契約者に対して解約の意思表示を通知すること

で直ちに利用契約を解約することができるものとします。 

2． 当社は、前項の他、次のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止し、廃止日をもっ

て利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。 

(1) 廃止日の 1 ヶ月前までに契約者に対し本サービスの廃止を通知した場合。 

(2) 天災地変等の不可抗力により本サービスを廃止せざるを得ない場合。 

 

第14条 （反社会的勢力の排除） 

1. 契約者および当社は、自らが次のいずれかに該当しないことを相手方に対して保証し、また将来において

も該当しないことを保証します。 

(1) 社員、従業員、役員または株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者（これらの者

を総称して本条において以下「社員等」といいます）が反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の
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防止等に関する法律（以下「暴対法」といいます）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員およびこれに

準じる者をいい、以下同じ）であること、または反社会的勢力でなくなったときから 5 年を経過しな

い者であること。 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。 

(3) 社員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を与える目的をもっ

て、反社会的勢力を利用していると認められること。 

(4) 社員等が、反社会的勢力に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持・

運営に協力し、または関与していると認められること。 

(5) 社員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 

2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを、

相手方に対し、確約します。 

(1) 暴力的な要求行為。 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方

もしくは第三者の業務を妨害する行為。 

(5) その他前各号に準ずる行為。 

3. 契約者および当社は、相手方が第 1 項の保証に違反していることが判明した場合もしくは第 2 項の確約に

違反した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、書面による通知をもって直ちに利用契約の一部

または全部を解除することができるものとします。 

 

第15条 （業務委託） 

1. 当社は、本サービスの開発、配信、運営、改良、障害対応、メンテナンス等に関する業務の全部または一

部を、当社が適当と判断する第三者に委託することができるものとします。 

2. 契約者は、当社が業務委託先との間で秘密情報および個人情報の保護についての契約を締結したうえで、

当該業務委託先が業務を遂行するために必要な範囲で、契約者に関するデータおよび本サービスに関して

蓄積されたデータにアクセスし、解析または使用等する場合があることを予め了承します。 

 

第16条 （権利義務の譲渡禁止） 

契約者は、利用契約および本規約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転または譲渡することはで

きません。 

 

第17条 （秘密保持義務） 

1. 契約者は、当社の事前の承諾なしに、利用契約期間中に知り得た本サービスまたは当社に関する技術上ま

たは業務上の秘密情報を、第三者に開示または漏洩してはなりません。 

2. 当社は、契約者の事前の承諾なしに、利用契約期間中に知り得た契約者および契約者社員等に関する技術

上または業務上の秘密情報を、第三者に開示または漏洩しません。ただし、第 15 条（業務委託）に基づ

き当社が第三者に業務を委託する場合はこの限りではありません。この場合当社は当該第三者に対して本
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項と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。 

 

第18条 （個人情報保護） 

1． 当社は、本サービスを通じて取得した契約者、利用者等の個人情報（以下「個人情報」といいます）を、

次の目的のために利用する場合があります。 

(1) 本人確認のため（ログイン画面での認証を含む）。 

(2) 当社に対する問い合わせに回答および対応等するため。 

(3) 契約者に対する本サービスに関する情報または案内等の通知。 

(4) 本サービスの機能改良または改善等を目的として、アンケート調査、分析および統計を行うため。 

(5) 本規約および法律に基づく権利義務の行使のため。 

(6) 前各号に付随する業務を行うため。 

2． 当社は、原則として前項の利用目的の範囲内で個人情報を取り扱います。ただし、次のいずれかに該当す

る場合は、契約者の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供する場合があります。 

(1) 利用目的の達成に必要な範囲で業務委託先に個人情報を預託または提供する必要がある場合。 

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、個人情報に係る本人の同意を得

ることが困難である場合。 

(3) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対

して協力をする必要がある場合。 

(4) 裁判所、検察庁、警察、弁護士会または消費者センター等の公的機関から正当な理由に基づき照会を

受けた場合。 

(5) 合併、事業譲渡その他の事由による当社事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合。 

(6) 機密保持契約を締結したうえで個人情報取り扱い業務を第三者に委託し、または個人情報取り扱い業

務につき第三者と業務提携をする場合。 

(7) その他、契約者が本サービスを円滑に利用するために必要であると当社が判断した場合。 

3． 当社は、取得した個人情報を適正かつ慎重に取り扱い、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん

および漏洩等を予防するため、最大の注意と必要かつ適切な安全管理措置を講じます。なお、万一事故が

発生した場合には、被害を最小限にとどめる体制を速やかにとり、また再発防止のための是正処置をとり

ます。 

4． 契約者は、本サービスの利用を通じて契約者が収集または取得する個人情報を、個人情報保護法その他の

法令に反しない範囲で取り扱い、使用するものとします。また、個人情報を取り扱う契約者社員等を特定

し、それらの者が不適切な取り扱いをしないよう管理するものとします。 

5． 契約者は、本サービスの利用を通じて契約者が収集または取得した個人情報の取り扱いについて、個人情

報の紛失、流出、毀損またはその他事故が発生した場合には、全て契約者自身の責任および費用負担で解

決するものとし、当社はこれについて一切の責任を負うものではありません。 

 

第19条 （準拠法） 

利用契約および本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 
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第20条 （合意管轄） 

当社と契約者との間で本サービス、本規約または利用契約に関して疑義または争いが生じた場合には、誠

意をもって協議することとしますが、それでもなお、解決しない場合には名古屋地方裁判所を専属的な合

意管轄裁判所とします。 

 

以上 

≪附 則≫ 

2020年 3月 2日 初版 制定、施行 

2020年 7月 22日 第２版 改訂 


